
別表第七の一号(第65条第1項関係) 

 第1 地上基幹放送に係る事業計画書 

長

辺 

事 業 計 画 書 

  

(別紙) 

□(1) 経営形態及び資本又は出資の額 

□(2) 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方法 

□(3) 主たる出資者及び議決権の数 

□(4) 10分の1を超える議決権を有する者に関する事項 

□(5) 10分の1を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業者又は3分の1

を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者若しくは他の移動受

信用地上基幹放送事業者に関する事項 

□(6) 役員に関する事項 

□(7) 放送番組の編集の基準 

□(8) 放送番組の編集に関する基本計画 

□(9) 週間放送番組の編集に関する事項 

□(10) 放送番組の審議機関に関する事項 

□(11) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 

□(12) 災害放送に関する事項 

□(13) 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画 

□(14) 試験の方法及び具体的計画 

□(15) 基幹放送の業務を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要 

□(16) 将来の事業予定 

□(17) 認定の期間における事業並びに資産、負債及び収支の実績 

  

  

短 辺 (日本産業規格A列4番によること。) 

 注1 別紙について、次の表の区分に従い、別葉として提出すること。 

区 別 提出する別紙 備 考 

1 認定の

申請の場

合 

(1) (注1) 

(2) (注2)(注3) 

(3) (注2)(注3) 

(4) (注2)(注3)(注4) 

(5) (注2)(注3)(注4) 

(6) (注2) 

(7) (注3)(注4)(注5) 

(8) (注4)(注5) 

(9) 

(10) (注3)(注4)(注5) 

(11) (注4)(注6) 

(12) (注3) 

(13) (注7) 

(14) (注8) 

(15) (注2)(注3)(注4) 

(16) (注2)(注3)(注4) 

(注1) 協会及び学園の基幹放送の業務の場合

は、経営形態については記載を要しない。 

(注2) 協会の基幹放送の業務の場合は、提出を

要しない。 

(注3) 学園の基幹放送の業務の場合は、提出を

要しない。 

(注4) 臨時目的放送を専ら行う基幹放送の業務

の場合は、提出を要しない。 

(注5) 法第8条に規定する経済市況、自然事象及

びスポーツに関する時事に関する事項その

他総務省令で定める事項のみを放送事項と

する放送を専ら行う基幹放送の業務の場合

は、提出を要しない。 

(注6) 学園の基幹放送の業務の場合は、考査に

関する事項については記載を要しない。 

(注7) 地上基幹放送試験局を用いて行う基幹放

送の業務に限る。 

(注8) 基幹放送を行う実用化試験局を用いて行

う基幹放送の業務に限る。 

2 認定の

変更の申

請の場合 

(1) (注1)(注9) 

(2) (注2)(注3)(注9) 

(3) (注2)(注3)(注9) 



  (4) (注2)(注3)(注9) 

(5) (注2)(注3)(注9) 

(6) (注2)(注9) 

(7) (注3)(注4)(注5)

(注9) 

(8) (注4)(注5)(注9) 

(9) (注9) 

(10) (注3)(注4)(注5)

(注9) 

(11) (注4)(注6) 

(12) (注3) 

(13) (注7) 

(14) (注8) 

(15) (注2)(注3)(注4)

(注9) 

(16) (注2)(注3)(注4)

(注9) 

(注9) 当該変更により事業計画書に重大な変更

があるときに限る。 

3 認定の

更新の申

請の場合 

(1) (注1) 

(3) (注2)(注3) 

(4) (注2)(注3) 

(5) (注2)(注3) 

(6) (注2) 

(7) (注3)(注4)(注5) 

(8) (注4)(注5) 

(9) 

(10) (注3)(注4)(注5) 

(11) (注4)(注6) 

(12) (注3) 

(13) (注7) 

(14) (注8) 

(15) (注2)(注3)(注4) 

(16) (注2)(注3)(注4) 

(17) 

 注2 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の□には、注1の表の区分

に従つて該当する事項にレ印を付けること。 

  (1) 別紙(1)は、次の様式により記載すること。 

   ア 株式会社の場合 

経営形態 株式会社 

資本又は出資の額 
発行済株式の額及

びその株式数 

増資予定の期日、額

及びその株式数 

増資後の資本の額及

びその株式数 

        



   イ 設立中の株式会社の場合 

経営形態 株式会社(設立中) 

資本又は出資の額 
発起人引受けの株

式数及びその額 

募集の株式数及びそ

の額 
合 計 

        

   ウ 株式会社及び設立中の株式会社以外の場合は、上記の様式に準じて記載するこ

と。 

    (注1) 法人の場合は、次の書類を添付すること。 

       (ア) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

       (イ) 定款又は寄附行為に基幹放送の業務を行う事業を行うことについて

の定めがない場合は、当該申請を行うことを決議した取締役会等の

議事録の写し 

    (注2) 設立中の法人の場合は、次の書類を添付すること。 

       (ア) 定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項及びその準用規定に

より認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為 

       (イ) 法人設立計画書(法人設立までの進行予定を記載した書類とする。) 

       (ウ) 設立しようとする法人が株式会社であるときは、発起人会議事録の

写し、発起人組合契約書の写し及び発起人引受承諾書 

    (注3) 法人及び設立中の法人以外の場合は、(注1)及び(注2)に準ずる書類を添付

すること。 

  (2) 別紙(2)は、次の様式により記載すること。 

用途別資金の額 資金調達の方法 

 

工事費 

創業費 

その他 

合 計 

千円 

  

   (注1) 資金調達の方法の欄は、資本金、出資金、社債、借入金、寄付金、積立金、

営業収入等の別及び金額を記載すること。 

   (注2) 貸借対照表、損益計算書、株式引受承諾書の写し、社債申込証の写し、融資

証明書等資金調達の確実性を証明する書類を添付すること。 

  (3) 別紙(3)は、次の様式により記載すること。 

氏名又は名称 住 所 職 業 
議決権の総数に対する議決権の比

率(％) 
備 考 

     



   (注1) 議決権の総数に対する議決権の比率が100分の1以上の者(株式会社にあつて

は株主、その他の法人又は団体にあつては当該法人又は団体の意思決定機関に

おいて議案に対する意思表示を行う権利を有する構成員)について記載するこ

と。ただし、定款に別段の定めがある場合は、その定めによる比率を記載し、

定款を提出すること。 

   (注2) 設立中の法人又は団体にあつては、(注1)によるほか、発起人全員について

記載すること。 

   (注3) 増資その他の理由により、将来において議決権の総数に対する議決権の比率

が100分の1以上となる予定がある場合は、それについて併せて記載すること。 

   (注4) 法人又は団体にあつては、名称に代表者氏名を付記すること。 

   (注5) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。この場合において、法人又

は団体にあつては本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。 

   (注6) 職業の欄は、法人又は団体にあつては「何事業」、個人にあつては「何(株)

(代)専務(常)」、「雑貨商店主」のように記載すること。この場合において、法

人又は団体の代表権を有する役員については役名の前に「(代)」の文字を、常

勤の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記すること。 

   (注7) 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

      (ア) 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資

の種類 

      (イ) 発起人又は発起人代表であるときはその旨 

      (ウ) 出資の予定のものについてはその旨 

  (4) 別紙(4)は、次の様式により記載すること。 

  氏名又は名称 

議決権の総数

に対する議決

権の比率 

(A)が地上基幹放送事業者

の10分の1を超える議決権

又は衛星基幹放送事業者

若しくは移動受信用地上

基幹放送事業者の3分の1

を超える議決権を有する

場合、当該事業者の名称 

備考 

10分の1を超える議

決権を有する者 

(A) 

  

％ 

    

  

うち(A)の有す

る議決権と計算

される議決権を

有する者 

(B) 

  

％ 

    

   (注1) 議決権の取扱いは、次の(ア)から(ウ)までに定めるところにより計算し、記

載すること。 

      (ア) 一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その議決権に係る株

式の所有者の名義が異なつていても、その議決権は、当該一の者の有



する議決権とするものとする。また、一の者が、未公開株式(金融商

品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておら

ず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭販売有価証券登録原簿に登録

されていない株式をいう。以下同じ。)に係る議決権の行使について、

信託契約に基づき指図を行うことができる権限を有する場合等、信託

の受託者が当該一の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認

められる場合においては、その議決権は当該一の者の有する議決権と

みなして計算すること。 

      (イ) 一の者が議決権の2分の1を超える議決権を有する法人又は団体が、基

幹放送の業務を行おうとする者の議決権を有する場合、その議決権

は、当該一の者の有する議決権とみなす。ただし、一般社団法人等(一

般社団法人、一般財団法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条

に規定する学校法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定

する社会福祉法人、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に

規定する宗教法人及び特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が、

基幹放送の業務を行おうとする者の議決権を有する場合にあつては、

一の者の役員が当該一般社団法人等の過半数の理事又は責任役員を

兼ねているときに、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなし

て計算すること。 

      (ウ) (イ)の本文の規定は、基幹放送の業務を行おうとする者の議決権を有

する法人又は団体と一の者との間にこれらの者と議決権の保有を通

じた関係にある一又は二以上の法人又は団体(以下「関連法人等」と

いう。)が介在している場合(関連法人等及び当該法人又は団体がそれ

ぞれその議決権の2分の1を超える議決権を当該一の者又は他の関連

法人等(その議決権の2分の1を超える議決権が当該一の者又は他の関

連法人等によつて保有されているものに限る。)によつて保有されて

いる場合に限る。)に準用する。 

      (エ) (ウ)の規定を適用する場合において、介在している関連法人等も10分

の1以上の議決権を有する者となるときは、当該関連法人等について

も(A)及び(B)の欄を記載すること。なお、(B)の欄の記載については、

(A)の欄に記載されるものの議決権と計算される議決権を、関連法人

等を介在することなく直接有する者についてのみ記載するものとす

る。 

   (注2) (B)の欄は、議決権を有する全ての者について記載すること。 

   (注3) 備考の欄は、出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金

等の出資の種類を記載すること。また、(B)の欄を記載した場合は、当該欄の

備考の欄に(A)の有する議決権と計算される理由を記載すること。 

  (5) 別紙(5)は、次の様式により記載すること。 

  氏名又は名称 
他の基幹放送事業者の

総議決権に対する比率 
備考 



自らが10分の1を超える議

決権を有する他の地上基幹

放送事業者又は3分の1を超

える議決権を有する他の衛

星基幹放送事業者若しくは

他の移動受信用地上基幹放

送事業者 

(A) 

  

％ 

  

  

うち自らが有する議決

権と計算される議決権

を有する者 

(B) 

  

％ 

  

   (注) (4)(注1)(ア)から(ウ)まで、(注2)及び(注3)に準じて記載すること。また、

次の(ア)及び(イ)によること。 

     (ア) (4)(注1)(ア)から(ウ)までについては、「一の者」とあるのは「基幹放送

の業務を行おうとする者」と、「基幹放送の業務を行おうとする者」とある

のは「他の基幹放送事業者」とそれぞれ読み替えること。 

     (イ) (4)(注1)(ア)から(ウ)までに準じて記載する場合において、介在してい

る関連法人等がさらに他の関連法人等を介在して基幹放送事業者の議決権

を有するときの(B)の欄の記載については、(A)の欄に記載される基幹放送

事業者の議決権を他の関連法人等を介在することなく直接有する者につい

てのみ記載するものとする。 

  (6) 別紙(6)は、次の様式により記載すること。 

ふりがな 
住所 役名 担当部門 兼職 特定役員への該当の有無 備考 

氏名 

          □有 □無  

   (注1) 株式会社にあつては役員、その他の法人又は団体にあつてはこれに準ずる者

について記載すること。ただし、定款に別段の定めがある場合は、その定めに

従い記載し、定款を提出すること。 

   (注2) 特定役員とは、表現の自由享有基準第2条第13号に規定する業務執行役員及

び同条第14号に規定する業務執行決定役員をいう。 

   (注3) 住所の欄は、住民基本台帳に記載された住所の都道府県市区町村を記載する

こと。 

   (注4) 役名の欄は、代表権を有する役員については役名の前に「(代)」の文字を、

常勤の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記すること。 

   (注5) 兼職の欄は、基幹放送の業務を行う事業及び新聞事業に係るものについては

その全部を、その他のものについてはその代表的なもの(代表権を有する特定

役員又は常勤の特定役員が一の法人又は団体の代表権を有する特定役員又は

常勤の特定役員の地位を兼ねる場合及び複数の特定役員が一の法人又は団体

の特定役員の地位を兼ねる場合における当該一の法人又は団体に係るものを

含む。)を(注4)に準じて記載すること。 

   (注6) 備考の欄は、次の事項を記載すること。 



      (ア) 発起人又は発起人代表であるときはその旨 

      (イ) 予定のものについてはその旨 

   (注7) 株式会社であるか、その他の法人又は団体であるかにかかわらず、役員又は

役員予定者の履歴書を添付するほか役員予定者については役員就任承諾書を

添付すること。 

  (7) 別紙(7)は、放送番組の目的別種別(別表第六の一号の注3(2)の場合を除く。)及

び放送の対象とする者に応じた放送番組の編集の基準又はその案を記載すること。 

  (8) 別紙(8)は、具体的に放送番組を編集するための基本的な計画又はその案を記載

すること。この場合において、特別の経営方針による基幹放送の業務(学園によるも

のを除く。)については、対象とする受信者層を併せて記載すること。 

  (9) 別紙(9)は、放送番組表及び他から供給を受ける放送番組の放送時間(臨時目的放

送を専ら行う基幹放送事業者の場合を除く。)について、次のアからオまでの様式に

より記載すること。 

   ア 放送番組表 

    (ア) 超短波放送又はテレビジョン放送を行う基幹放送の業務の場合 

     A 超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に係る放送番組の記載 

曜日 

時刻 
月 火 水 木 金 土 日 

                

計               

合計 

 時間   分(   分) 

※字幕付与可能な1週間の放送時間 

 時間   分(   分) 

※権利処理上の理由等により解説を付すこ

とができない放送番組を除く1週間の放

送時間 

 時間   分(   分) 

備考 

  字       時間     分 

(  分)    ％ 

  解       時間     分 

(  分)    ％ 

 

 

      (注1) 1週間の放送番組の代表例を記載すること。 

      (注2) 個々の放送番組の内容が放送の目的別種類のいずれかの記号(報道は

(報)、教育は(育)、教養は(養)、娯楽は(娯)、その他は(他)と表示)に

従い、個々の放送番組の欄内に表示すること。この場合において、一の

放送番組の内容が2以上の種類に該当するときは、それらの種類の全て

について表示するとともに放送時間を付記すること。 

      (注3) 個々の放送番組について、その開始及び終了の時刻を記載すること。 

      (注4) 補完放送であつて、テレビジョン放送の映像に伴うものの放送を行う

場合は、字幕放送、解説放送の別を個々の放送番組の欄内に、字幕放送

は(字)、解説放送は(解)と表示すること。この場合において、一の放送

番組で利用方法が複合するときは、それらの利用方法の全てについて表

示するとともに放送時間を付記するものとし、1週間の総放送時間(字幕



放送にあつては、字幕付与可能な1週間の放送時間とし、解説放送にあ

つては、権利処理上の理由等により解説を付すことができない放送番組

を除く1週間の放送時間とする。)について、字幕放送、解説放送の別に、

1週間の放送時間の総放送時間に対する割合を備考欄に記載すること。 

      (注5) 有料放送を行う基幹放送の業務の場合は、有料放送に係る放送番組に

ついて、個々の放送番組の欄に「有」の記号等を表示し、合計欄内に有

料放送に係る時間を( )で再掲すること。 

      (注6) 比率は小数点第2位を四捨五入とし小数点第1位まで記載すること。 

     B 補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に伴う

もの以外のものの放送の放送番組の記載 

番組番号 番組名 放送の開始時間及び終了時間 

      

      

      

      

      

番組数計     

      (注1) 1週間の放送番組の代表例を記載すること。 

      (注2) 放送番組の選択のため付される特定の番号がある場合は、番組番号の

欄に記載すること。 

      (注3) 個々の放送番組の内容が放送の目的別種類のいずれに該当するかを

色別、記号別等の方法により、個々の放送番組の欄内に表示すること。

この場合において、一の放送番組の内容が2以上の種類に該当するとき

は、それらの種類全てについて表示すること。 

      (注4) 番組数計の欄内には、1週間に放送した放送番組の総数を記載するこ

と。 

      (注5) 有料放送を行う基幹放送の業務の場合は、有料放送に係る放送番組に

ついて、個々の放送番組の欄内に「有」の記号等を表示し、合計欄内に

有料放送に係る時間を( )で再掲すること。 

    (イ) 超短波多重放送を行う基幹放送の業務の場合 

番組番号 番組名 放送の開始時間及び終了時間 

      

      

      

      

      

番組数計     



     (注1) 1週間の放送番組の代表例を記載すること。 

     (注2) 放送番組の選択のため付される特定の番号がある場合は、番組番号の欄

に記載すること。 

     (注3) 番組数計の欄内には、1週間に放送した放送番組の総数を記載すること。 

     (注4) 有料放送を行う基幹放送の業務の場合は、有料放送に係る放送番組につ

いて、個々の放送番組の欄内に「有」の記号等を表示し、番組数計欄内に

有料放送に係る時間を( )で再掲すること。 

     (注5) 比率は小数点第2位を四捨五入とし小数点第1位まで記載すること。 

    (ウ) (ア)又は(イ)以外の基幹放送の業務の場合 

曜日 

時刻 
月 火 水 木 金 土 日 

                

計 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 

合計 時間   分 備考   

     (注1) 1週間の放送番組の代表例を記載すること。 

     (注2) 個々の放送番組の内容が放送の目的別種類のいずれに該当するかを色

別、記号別等の方法により、個々の放送番組の欄内に表示すること。この

場合において、一の放送番組の内容が2以上の種類に該当するときは、そ

れらの種類の全てについて表示するとともに放送時間を付記すること。 

     (注3) 個々の放送番組について、その開始及び終了の時刻を記載すること。 

   イ 放送の目的別種類による放送時間等 

放送の目的別種類 1週間の放送時間 比率 備考 

報 道 

教 育 

教 養 

娯 楽 

そ の 他 

  時間  分 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

  

合 計   時間  分 100.0％ 

    (注1) 1週間の放送時間の欄は、アの(ア)又は(ウ)の放送番組表に基づいて集計

したものを記載すること。 

    (注2) 補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に伴

うもの以外のものの放送を行う場合は、当該補完放送に係る放送時間及び比

率をそれぞれ該当する欄内に(補完： )で再掲すること。 

    (注3) 有料放送を行う基幹放送の業務の場合は、有料放送に係る放送時間及び比

率をそれぞれ該当する欄内に(有料： )で再掲すること。 

    (注4) 放送の目的別種類の「その他」とは、通信販売番組その他教養番組、教育

番組、報道番組及び娯楽番組以外の放送番組をいい、通信販売番組とそれ以

外のものとに細分すること。 

    (注5) 比率は小数点第2位を四捨五入とし小数点第1位まで記載すること。 

   ウ ローカル番組 



    (ア) ニュース 

番組名 放送日時 そのうち自社制作番組の時間 

      

合 計 時間  分(  ％) 時間  分(  ％) 

    (イ) 天気予報 

番組名 放送日時 そのうち自社制作番組の時間 

      

合 計 時間  分(  ％) 時間  分(  ％) 

    (ウ) ニュース及び天気予報以外の番組 

番組名 放送日時 そのうち自社制作番組の時間 

      

合 計 時間  分(  ％) 時間  分(  ％) 

    (エ) 総合計 

総合計(ア)＋(イ)＋(ウ) 時間  分(  ％) 

     (注1) 超短波多重放送及び短波放送以外の基幹放送の業務について記載する

こと。 

     (注2) アの放送番組表に基づいて記載すること。 

     (注3) 出演者、番組内容等からみて、当該放送事業者の放送対象地域向けの放

送番組と認められるもの(自社以外が制作したものを含む。)について記載

すること。 

     (注4) 合計及び総合計の欄の比率は、アの放送番組表に基づいて1週間の総放

送時間に対する当該欄の時間の比率を記載すること。 

   エ 自社において制作する放送番組及びその制作体制 

自社において制作する放送番組 他から供

給を受け

る放送番

組 

合計 ①完全局制

作 

②制作会社

協力 

③共同制作 

 

④制作委託 

 

⑤再放送 

 

分 

％ 

分 

％ 

分 

％ 

分 

％ 

分 

％ 

分 

％ 

分 

100.0％ 

    (注1) アの放送番組表に基づいて各項目の放送時間(分)及び1週間の総放送時間

に対する割合を記載すること。 

    (注2) ①から④までの番組については、いずれも再放送の番組を除くこと。 

    (注3) 自社における制作能力及び制作体制の確実性を裏付ける資料がある場合

は、添付すること。 

   オ 他から供給を受ける放送番組の時間等 

    (ア) 超短波放送又はテレビジョン放送を行う基幹放送の業務の場合 

     A 超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に係る放送番組の記載 

供給者名 
1週間の放送時間(他からの供

給を受ける放送番組) 
供給に関する協定等の有無 

(ニュース) 

放送事業者 時間( 分)  ％ 
  



小計 

その他の者 

小計 時間( 分)  ％ 
  

計(①) 時間( 分)  ％   

(ニュース以外の番組) 

放送事業者 

小計 時間( 分)  ％ 

  

その他の者 

小計 時間( 分)  ％ 
  

計(②) 時間( 分)  ％   

合計(①＋②＝③) 他社の放送番組  時間( 分)  ％ 

備考 自社の放送番組  時間( 分)  ％ 

      (注1) 供給者名の欄は、アの(ア)のAの放送番組表に記載した放送番組のう

ち、他から供給を受けるものについて、放送事業者及びその他の者の

別に記載し、供給者のそれぞれについて、供給を受けようとするもの

の放送時間を記載し、放送事業者及びその他の者ごとに小計を記載し、

計及び合計を記載すること。 

      (注2) 合計の欄の比率は、アの(ア)のAの放送番組表の合計の欄の時間に対

する当該欄の時間の比率を記載すること。 

      (注3) 備考の欄の比率は、アの(ア)のAの放送番組表の合計の欄の時間から

合計(③)の欄の比率を差し引いた比率を記載すること。 

      (注4) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その内容を記載した書

類を添付すること。 

      (注5) 有料放送を行う基幹放送の業務の場合は、有料放送に係る放送時間を

それぞれ該当する欄内に( )で再掲すること。 

      (注6) 比率は小数点第2位を四捨五入とし小数点第1位まで記載すること。 

     B 補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に伴う

もの以外のものの放送の放送番組の記載 

供給者名 放送時間 供給に関する協定等の有無 

(ニュース) 

 

番組数  

計 
  

(ニュース以外の番組) 

 

番組数  

計 
  

合 計 番組数(  ％) 

      (注1) 供給者名の欄は、アの(ア)のBの放送番組表に記載した放送番組のう

ち、他から供給を受けるものについて、放送事業者及びその他の者の別

に記載すること。 

      (注2) 合計の欄の括弧内は、アの(ア)のBの放送番組表の合計の欄の番組数

に対する比率を記載すること。 

      (注3) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その内容を記載した書

類を添付すること。 

      (注4) 有料放送を行う基幹放送の業務の場合は、有料放送に係る番組数をそ



れぞれ該当する欄内に( )で再掲すること。 

      (注5) 比率は小数点第2位を四捨五入とし小数点第1位まで記載すること。 

    (イ) 超短波多重放送を行う基幹放送の業務の場合 

供給者名 放送時間 供給に関する協定等の有無 

(ニュース) 

 

番組数  

計 
  

(ニュース以外の番組) 

 

番組数  

計 
  

合 計 番組数(  ％) 

     (注1) 供給者名の欄は、アの(イ)の放送番組表に記載した放送番組のうち、他

から供給を受けるものについて、放送事業者及びその他の者の別に記載す

ること。 

     (注2) 合計の欄の括弧内は、アの(イ)の放送番組表の合計の欄の番組数に対す

る比率を記載すること。 

     (注3) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その内容を記載した書類

を添付すること。 

     (注4) 有料放送を行う基幹放送の業務の場合は、有料放送に係る番組数をそれ

ぞれ該当する欄内に( )で再掲すること。 

     (注5) 比率は小数点第2位を四捨五入とし小数点第1位まで記載すること。 

    (ウ) (ア)又は(イ)以外の基幹放送の業務の場合 

供給者名 1週間の放送時間 供給に関する協定等の有無 

(ニュース) 

 

時間 分 

計 
  

(ニュース以外の番組) 

 

時間 分 

計 
  

合 計 時間  分(  ％) 

     (注1) 供給者名の欄は、アの(ウ)の放送番組表に記載した放送番組のうち、他

から供給を受けるものについて、放送事業者及びその他の者の別に記載す

ること。 

     (注2) 合計の欄の括弧内は、アの(ウ)の放送番組表の合計の欄の時間に対する

当該欄の時間の比率を記載すること。 

     (注3) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その内容を記載した書類

を添付すること。 

     (注4) 比率は小数点第2位を四捨五入とし小数点第1位まで記載すること。 

  (10) 別紙(10)は、次の様式により記載すること。 

ふりがな 
住所 性別 生年月日 職業 備考 

委員の氏名 

            

委員総数 人 

   (注1) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。 



   (注2) 職業の欄は、主たる職業を「何大学教授」、「評論家」等のように記載するこ

と。 

   (注3) 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

      ア 他の放送番組の審議機関の委員であるときはその旨及び当該審議機関の

名称 

      イ 他の放送事業者の審議機関と共同して設置しようとする場合はその旨及

び共同設置者の氏名又は名称 

      ウ 予定のものについてはその旨 

   (注4) 委員予定者については、委員就任承諾書を添付すること。 

  (11) 別紙(11)は、次により記載すること。 

   ア 放送番組を編集する組織機構について、職務内容を系統的かつ具体的に記載す

ること。この場合において、編集の責任者については、その権限等について併せ

て記載すること。 

   イ 放送番組を考査する組織機構がある場合には、アに準じて記載すること。この

場合において、考査の方法を併せて記載し、考査に関する基準等があるときはそ

れらを記載又は添付すること。 

   ウ 予定のものについては、その旨を記載すること。 

  (12) 別紙(12)は、次により記載すること。 

     災害放送の実施体制(責任者、連絡系統、要員等)について記載すること。この

場合において、実施要領等を作成している場合は、それを添付すること。 

  (13) 別紙(7)から別紙(12)までの事項について、事業開始当初限りの特別の経営方針

があるときは、その方針についてそれぞれ該当する別紙に併せて記載すること。 

  (14) 別紙(13)は、兼営する事業及び他の事業への出資について、次の様式により記

載すること。 

   ア 兼営する事業 

兼営する事業の名称 事 業 の 概 要 

    

   イ 他の事業への出資 

事業者の名称 資本金(A) 事業の概要 出資の額(B) 
出資の比率 

(B)／(A)×100 
備考 

  百万円   千円 ％   

    (注1) 出資の額が500万円以上又は出資に係る事業者の資本金の額の10分の1以

上の場合について記載すること。 

    (注2) 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

      ア 議決権の総数に対する議決権の比率が、出資の総額に対する出資の比率

と異なるときは、その比率 

      イ 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資額、寄付金等の出資

の種類 

  (15) 別紙(17)は、次の事項について記載すること(各事項の細目については、特に示

すものを除くほか、事業計画書及び事業収支見積書の様式に準じて記載するこ



と。)。 

   ア 事業の実績 

    (ア) 事業遂行の概要(事業計画の実施状況(臨時かつ特別の事業計画に基づくも

のを含む。)について簡単に記載すること。地上基幹放送試験局を用いて行う

基幹放送の業務の場合は免許の期間中における試験、研究又は調査の方法及

び結果の概要を、基幹放送を行う実用化試験局の基幹放送の業務の場合は免

許の期間中における実用化試験の方法及び結果の概要を併せて記載するこ

と。) 

    (イ) 別に定める1週間の放送の実施状況 

       他から供給を受けた放送番組の時間(協会及び学園の基幹放送の業務の場

合を除く。) 

    (ウ) 放送番組に関する参考事項(放送番組について基幹放送普及計画第2又は放

送法関係審査基準別紙1の規定に適合していることの証明その他の参考事項

を記載すること。) 

    (エ) その他参考となる事業の概要 

   イ 資産、負債及び収支の実績(協会及び学園の基幹放送の業務の場合を除く。)(当

該申請が決算期の中途に行われる場合にのみ当該決算期の実績の概要を記載する

こととし、その他の場合には記載を要しない。) 


